
農
業
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た
め
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開
始
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　農
業
用
た
め
池
の
情
報
を
適
切

に
把
握
し
、
施
設
の
所
有
者
、
管

理
者
、
行
政
機
関
の
役
割
分
担
を

明
ら
か
に
す
る
た
め
、
所
有
者
や

管
理
者
の
方
は
、
施
設
に
関
す
る

情
報
を
都
道
府
県
に
届
け
出
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

　詳
し
く
は
、
「
農
業
用
た
め
池

の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律

　和
歌
山
県
」
と
検
索
す
る
か
、

左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

問

　日
高
振
興
局 

農
地
課

　

　☎
０
７
３
８
・
２
４
・
２
９
１
４

　
　市
役
所 

農
林
水
産
課

　

　☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
０

内

　移
民
の
歴
史
映
像
の
上
映
、

　大
会
宣
言
発
表
、
県
人
会
代
表

　者
挨
拶
、
記
念
コ
ン
サ
ー
ト

　を
予
定
。

申
・
問

　企
画
課

　☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
１
８

　す
べ
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行

を
防
止
し
、
罪
を
犯
し
た
人
た
ち

の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を

合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明

る
い
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る

全
国
的
な
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

御
坊
市
で
も
実
施
委
員
会
を
結
成

し
、
啓
発
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

　ま
た
、
そ
の
一
つ
と
し
て
青
少

年
相
談
を
行
い
ま
す
。

時

　令
和
元
年
９
月
13
日
（
金
）

　
　13
時
30
分
〜
15
時

場

　福
祉
セ
ン
タ
ー

　１
階

問

　社
会
福
祉
課

　☎
０
７
３
８
・
２
３
・
５
５
０
８

　県
民
が
移
民
の
歴
史
を
共
有
し
、

理
解
を
深
め
将
来
の
活
力
を
増
す

機
会
と
す
る
と
と
も
に
、
国
内
外

の
県
人
会
の
皆
さ
ん
が
故
郷
へ
の

誇
り
と
自
信
を
新
た
に
し
、
更
な

る
活
躍
に
つ
な
げ
る
機
会
と
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
和
歌
山
県
で
は

「
和
歌
山
県
人
会
世
界
大
会
」
を

開
催
し
ま
す
。

　移
民
の
ご
家
族
や
ご
親
戚
等
の

関
係
者
に
観
覧
席
を
確
保
さ
せ
て

頂
き
ま
す
の
で
「
お
名
前
・
ご
住

所
・
お
電
話
番
号
」
を
９
月
24
日

ま
で
に
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
後

日
、
チ
ケ
ッ
ト
を
送
付
し
ま
す
。

　な
お
、
関
係
者
以
外
の
募
集
は
、

後
日
、
和
歌
山
県
が
一
般
公
募
を

行
う
予
定
で
す
。

時

　令
和
元
年
11
月
24
日
（
日
）

　
　16
時
〜
17
時
30
分

場

　和
歌
山
県
民
文
化
会
館
大

　
　ホ
ー
ル

４10

第
69
回
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

和
歌
山
県
人
会
世
界
大
会

　
　
　
　
へ
の
参
加
者
募
集

納　期　限
今月の納期限は９月30日（月）です
◇国民健康保険税（４期）

◇後期高齢者医療保険料（３期）

◇介護保険料（９月分）

くらしの相談
◇心配ごと相談
　時　毎週水曜日
　　　13：00～16：00
　場　福祉センター3階
　問　御坊市社会福祉協議会
　　　☎0738-22-5490
◇人権相談
　時　毎週月曜日～金曜日
　　　8：30～17：15
　場　和歌山地方法務局御坊支局
　問　全国共通人権相談ダイヤル
　　　☎0570-003-110
　※毎週火曜日9時から16時は、
　　人権擁護委員が常駐しています。
◇御坊・日高常設法律相談所
　時　毎週木曜日
　　　13：30～16：00
　場　財部会館
　問　和歌山弁護士会
　　　☎073-422-5005
　※事前予約が必要です。
　※30分で5,000円程度の相談
　　料が必要です。
◇行政相談
　時　９月11日(水)
　　　13：00～15：00
　場　福祉センター3階
　問　防災対策課
　　　☎0738-23-5528
　行政相談委員
　　　久堀　修二　氏
　　　☎0738-23-2229
　　　寺﨑　鈴子　氏
　　　☎0738-22-2152

く  ぼり    しゅうじ

てらさき　　すず こ

～『日高地域消費生活相談窓口』から～

　購入の決め手にした「初回無料」「お試し」「モニター」等の特典の適用
には「一定期間の定期購入」等の契約条件があることも…。
　申し込みをする前に、契約の内容や返品特約、解約条件（定期購入期間内
に解約が可能かどうか）、解約の申し出先や方法（電話やメール等）なども
確認しておきましょう。

　消費生活のトラブルについてご相談をいただく中で、特にご注意いただきた
い事例や相談件数の多い事例についてお知らせします。

１回だけの「お試し」を申し込んだはずなのに
定期購入になっていた

通信販売にクーリング・オフ制度はありませんが、わかりにくい
表示のときは交渉できる場合があります。困ったとき、不安なと
きは一人で悩まず相談しましょう。

◇問い合わせ　消費者ホットライン　☎（局番なし）１８８
　　　　　　　日高地域消費生活相談窓口（市役所1階）　☎0738-52-5288
　受付（平日9時～12時・13時～17時）※土日祝日年末年始は休み




